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在宅療養を希望される方に訪問診療を実施しています。

印刷には人と環境にやさしい
植物油インキを使用しています。

古紙配合率70％再生紙を
使用しています。

きょうりつだよりきょうりつだより

　3月より行田協立診療所に異動になりました歯科衛生士の富岡幸代と申します。初めての異動と
いうことで少し緊張していますが、新しいことにも取り組めるという期待もあります。何かとご迷惑を

おかけすることもあると思いますが、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。

歯科衛生士の佐藤美由紀が３/10付で退職、生協歯科より
歯科衛生士の富岡幸代が３/11付で異動・入職となりました。

　診療所では、通院が困難な方のご自宅などへ定期的に訪問し、
診療を行っています。慣れ親しんだ場所で生活を送りながら安心
して療養を続けることができます。また、歯科については、ご自
宅だけでなく、病院や施設などへも伺って治療を行います。訪問
エリアなど詳しいことは看護師又は歯科衛生士にお尋ねくだ
さい。

　歯科衛生士：富岡  幸代

　全職員が生協10の基本ケアを理解し、在宅支援に関わる取り組みをしています。特に小規模多機能ホームうきし

ろは生協10の基本ケアを積極的に取り入れた環境の中、自分らしく、その人らしく、自宅で生活できるよう生活の

ひとつひとつが生活リハビリという考え方でご自分の力でできるよう声掛けさせていただいています。なんでもやっ

てあげる介護からその方のできる力にアプローチし、まずはしっかり床に足をつけることから始めます。足は第２の

脳とも言われ足裏にはたくさん「センサー機能」がついています。立ったり座ったりがリハビリとなり、足腰もしっか

りし意欲も上がり社会参加にも繋がります。社会参加が閉ざされている今、人と人との関りはとても大切です。

（薬剤師：藤元  奈央子）

＜医薬品副作用被害救済制度＞訪 問 診 療（内科・歯科）のご案内

新型コロナ対策  個人に対する主な支援策 まとめてみました
休業などで家計が困難な場合
最大２０万円を無利子で貸付緊急小口資金 社会福祉協議会※

（557-5400）

厚労省コールセンター
（0120-221-276）
社会福祉協議会※
（557-5400）

社会福祉協議会※
（557-5400）

厚生年金保険料の分割納付や国民年金の
保険料免除社会保険料の猶予 年金事務所

市保険年金課※
各契約事業者
市水道課※

電気、ガス、水道、電話、NHK受信料の
支払い猶予やサービス停止の猶予公共料金支払い猶予

最低生活費以下の収入の場合に受給
申請は国民の権利生活保護 市福祉事務所※

市こども未来課※

会社都合で休む場合、平均賃金の
6割以上を企業が支払う休業手当 労働局

児童扶養手当が支給されている人に
１世帯５万円、第２子以降３万円ひとり親世帯への臨時特別給付金

休業手当がもらえなかった人に休業前賃金の
８割（上限11,000円）を支給休業支援金

休業などで住居を失う恐れがある人に
家賃を原則３ヵ月分支給住居確保給付金

ハローワーク求職中、離職前賃金の５０～８０％を給付雇用保険求職者給付

生活再建費として月２０万円を最大９ヵ月
（上限１８０万円）貸付総合支援資金（特例再貸付）

健保組合や協会健保
国保は保険年金課※

発熱などで就業出来ず、４日以上仕事を
休んだ場合、月給日額２／３を支給傷病手当金感

染
し
た

や
む
な
く

仕
事
を
休
ん
だ

家
計
が
苦
し
い

失
業
し
た

2 床に足をつけて座る

日常生活がリハビリという考えの

下、足を使って立ち上がる習慣を身

につける中で、トイレやお食事など

ご自分でできることを増やします。

7 町内におでかけをする

慣れ親しんだ地域に出かけることは

社会性や精神的な豊かさを保つた

めにも大切なこと。これまでの生活

リズムを維持できるようにします。

8 夢中になれることをする

自分らしく、好きなことに夢中に

なれる機会や、居場所づくりに取り

組みます。

生協10の基本ケアをご存知ですか？
生協がたいせつに
している介護 尊厳を護る 自立を支援 在宅を支援その1 その2 その3

　どんな医薬品でも期待される効果とそれ以外の効果（副反応）を持ち合わせています。その有効性と安全性を総合

的にみて薬物治療をおこないますが、副作用には防止しえないものがあるのも事実です。用法用量などを守り適正に

使用したにもかかわらず、副作用で健康被害が生じた場合には、独立行政法人　医薬品医療機器総合機構の救済

給付が受けられます。患者を救済するために必要な公的制度で1979年に創設されました。

　この制度では入院治療が必要な程度の健康被害や障害が発生した場合、死亡した場合に、

その原因が医薬品によるものだと明らかになったとき、患者や遺族に対して医療費等の諸給付

がおこなわれるものです。新聞やテレビCMなどでも広告されたりしますが、認知度が高いとは

言えません。また予防接種の副反応による健康被害に対しては予防接種健康被害救済制度が

あります。制度の対象にならないケースや申請方法など、詳しくは薬剤師にお問い合わせくだ

さい。医薬品医療機器総合機構のホームページや相談窓口を利用するのもよいでしょう。

薬局
より

くすりを使っている方に知っておいてほしいこと
★くすりの副作用について★
くすりを使っている方に知っておいてほしいこと
★くすりの副作用について★

（生協10の基本ケアより一部抜粋）
※羽生市や加須市の方はそれぞれの市役所、社会福祉協議会となります。
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